控訴の趣旨及び控訴の趣旨に対する答弁　記載例
※遅延損害金の記載は省略しています。記載例を参考にされる場合には、ご注意ください。

1 一部敗訴の控訴の趣旨
(1) 例えば、１００万円の請求に対し、原審で６０万円が認容された場合に、一審原告が控訴する場合
1 例１
１　原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
２　被控訴人は、控訴人に対し、４０万円を支払え。
３　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。
2 例２
１　原判決を次のとおり変更する。
２　被控訴人は、控訴人に対し、１００万円を支払え。
３　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。
　　　※原判決で認容された部分との関係を明確にするため、②の方がわかりやすい。
(2) 一審被告が控訴する場合
１　原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
２　（上記取消に係る）被控訴人の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。

2 控訴の趣旨に一部記載が欠けやすい点について
(1) 一審原告の請求を棄却する判決に対する控訴の場合
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は、控訴人に対し、１００万円を支払え。※欠けやすいので要注意
３　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。
(2) 一審原告の請求を認容する判決に対する控訴の場合
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人の請求を棄却する。※欠けやすいので要注意
３　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。
(3) 本訴請求認容、反訴請求棄却の一審判決に対し、一審被告が控訴する場合
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人の請求を棄却する。
３　被控訴人は、控訴人に対し、１００万円を支払え。※反訴部分の例示
４　訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。

3 控訴の趣旨に対する答弁について
　１　本件控訴を棄却する。
　２　控訴費用は、控訴人の負担とする。
※「控訴人の請求を棄却する。控訴費用は、控訴人の負担とする」「本件控訴を棄却する。訴訟費用は、第１、２審とも控訴人の負担とする。」は間違い。

4 付帯控訴の場合に、控訴人、被控訴人、控訴費用に「附帯」の文言が必要
(1) 原審で１００万円の請求のうち、６０万円しか認容されなかった一審原告が附帯控訴する場合
１　原判決を次のとおり変更する。
２　付帯被控訴人は、附帯控訴人に対し、１００万円を支払え。
３　訴訟費用は、第１、２審とも附帯被控訴人の負担とする。
(2) 上記の例で、一審被告が付帯控訴する場合
１　原判決中、附帯控訴人敗訴部分を取り消す。
２　（上記取消に係る）附帯被控訴人の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、第１、２審とも附帯被控訴人の負担とする。
(3) 付帯控訴に対する答弁
１　本件付帯控訴を棄却する。
２　付帯控訴費用は、附帯控訴人の負担とする。
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